
適時調査～個別指導～監査～取消処分の流れ
（作成：指導・監査・処分取消訴訟支援ネット）
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７月１日
定例報告

年１回、受理後６ヶ月以内を目処に実施。「実施計画の策定」や
「実施機関の選定」、「当日の業務」に係る実施要領は非公開

① 改善事項（適正を欠く部分が認められるものの、施設基準の状態の維持には問題ないもの）
② 返還事項（適正を欠く部分が認められ、施設基準を満たしていないと判断されるもの）

保険医療機関

①適時調査について
・医療課長通知等に基づき実施。届出
を受ける者と調査を行う者が同一で
あるなど、行政担当者の「裁量」に
よる運用がなされている
・届出内容を調査確認し、施設基準に
ついて周知徹底と適正化を図ること
が目的だが、不当又は不正が疑われ
た場合、指導・監査に直結する。
・施設基準を満たさない請求は全て無
効とされ、原則５年分を全額返還。

②個別指導について
・保険医療機関や保険医に対して、保
険診療の質的向上及び適正化を図る
ことを目的に、健康保険法第73条等
に基づき実施。
・不正・不当とされた保険請求は原則
１年以上の自主返還が求められる。
・保険診療ルールを「知らなかった」
「認識不足」でも不正とされ、過失
であっても定められた診療行為によ
らなければ不正とされる。

③監査について
・診療内容及び診療報酬の請求に関し
不正又は著しい不当の疑いが生じた
場合、健康保険法第78条等に基づき
実施。
・監査で指摘された事項について過去
５年間の診療報酬の1.4倍を返還。

④取消処分に係る手続き
・聴聞の主宰者は同じ行政庁の職員。
・地方医療協議会への諮問、答申も結
論ありきで慎重審議のない形式的な
もの。
・一律５年の取消処分は、事実上の
「死刑判決」


